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ロンドン事務所 

 

【新地方自治白書の発表と直接公選首長制度導入を巡るバリー市の住民投票】英国 
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【警察業務の改革を提案する警察緑書が発表に】英国 

 

背景 

 

ジャッキー・スミス内相は 2007 年 9 月、「警視協会（Superintendents Association）」の総会で、

2008 年に警察業務に関する緑書を発表する意向であることを明らかにした。スミス内相は総会で

次のように述べていた。 

「政府は、警察業務に真の改善をもたらすための戦略的ビジョンの概要を示す緑書を発表

する。緑書は、現在既に進行中である改革及び今後行われる改革に構造と一貫性を与える

ものとなる。我々が手掛ける改革によって、全国民が信頼できる、効果的で、人々の需要に

応える警察サービスの提供が可能になる」 

 

今回の緑書発表に先立ち、イングランド・ウェールズ担当警察検査局長（Chief Inspector of 

Constabulary for England and Wales）であるロニー・フラナガン氏が、警察業務に関する独立の調

査を行った。内務省からフラナガン氏への委託事項は、警察業務に関し、①資源の有効活用 ②

地域における「近隣地区警備（neighbourhoold policing）」5の定着 ③警察官が行う事務手続の削

減 ④地域における警察の説明責任の強化――という 4 点について調査することであった。今年 2

月に発表された同調査の最終報告書は、社会状況の変化と 21 世紀の英国における優先課題を

反映させ、警察官が行う事務業務の量、地域の警察組織及び地方自治体の構造、警察組織と地

方自治体の関係などについて、幅広い改革を行うことを提案した。 

 

この緑書とほぼ同時に、コミュニティ・地方自治省は、新しい地方自治白書「主導権を握るコミュ

ニティ： 住民に真の権限を（Communities in Control: real people, real power）」を発表した。どち

らも市民の権限強化を中心テーマに据えており、またイングランドとウェールズのみをカバーする点

も共通している。スコットランドでは、警察と地方自治に関する業務は自治政府に権限が委譲され

ている。 

 

                                                
5 ┘◖Ⱶꜙ♬♥▫ Police Community Support Officers ⅜⁸⇔┌⇔┌ special 

constable ⁸ ─ ⁸Ⱳꜝfi♥▫▪⌂≥≤ ⌐ ℮ ─ ⁹ 
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緑書の提案 

 

今回の緑書は、「英国警察改善庁（National Police Improvement Agency）」及び「英国警察委

員会（National Policing Board）」の創設などに続いて警察業務に関する改革を提案するものであ

る（英国警察委員会では、内務相が議長を務め、「英国上級警察官協会（Association of Chief 

Police Officers）」及び「英国警察協会（Association of Police Authorities）」の代表者などと定期

的に会合を行う）。 

 

 緑書は 2008 年 7 月 17 日に発表された。第 1 章は、市民が警察から期待できる警察業務のサー

ビス基準を示した「警察業務に関する誓約（Policing Pledge）」を新たに策定することを約し、その文

言案も記載している（別紙参照）。 

また、「現在イングランド及びウェールズの地方自治体は、総計 370 に上る『犯罪・公共秩序破壊

行為削減のためのパートナーシップ（Crime and Disorder Reduction Partnerships、CDRPs）』6を締

結している。CDRPs の締結により、地方自治体は、地域レベルでの犯罪対策により真剣に取り組む

ようになっている」とも述べている。 

更に、公安委員会（police authority）のメンバーのうち、現在は地方議会議員の中から地方自

治体が任命しているメンバーを、今後は地方議員に限定せず、「犯罪対策・警察業務代表（Crime 

and Policing Representatives）」として住民による直接選挙で選ぶようにすることを提案した7。しかし、

直接公選首長を擁する地方自治体の場合、犯罪対策・警察業務代表を選ぶ選挙は行わず、市長

が単独でこのポストを務めるとしている。政府はこれを、より多くの地方自治体に直接公選首長制度

を導入させるためのインセンティブとしたい意向である。 

 

緑書では、警察の合併の可能性も示唆しているが、もし実現するならば自主的なものになること

を強調している。政府による強制的な警察組織の合併が計画倒れとなったことが近年あったため、

こうした失敗を繰り返すことを避けたい意向であるとみられる。緑書は、自主的な合併を可能にする

ためのより多くの補助金を拠出し、合併のインセンティブとすることを提案している。また、既存の警

察組織では対応が難しい機密情報収集や重大犯罪の捜査などに対処するため、より広い地域を

カバーする複数の特別チームを内務省内に設置することも提案している。 

 

地方自治体協議会（LGA）は、今回の緑書に批判的であり、サイモン・ミルトン議長は次のように

述べている。「警察組織に直接選挙制度を持ち込み、民主的な方法で選ばれた地方議員を脇へ

追いやれば、大災害を招きかねない。（警察と地方自治体が別々の選挙で選ばれた異なる代表者

                                                
6 「1998 年犯罪・公共秩序破壊行為法（Crime and Disorder Act 1998）」は、地域の警察、地方自治体、保健当局な

どが、「犯罪・公共秩序破壊行為削減のためのパートナーシップ」を締結し、地域の犯罪防止にと務めることを求めてい

る。 

7 現在、公安委員会のメンバーは、地方自治体から任命される地方議会議員委員、治安判事（magistrates）である司

法委員、及び内務省が任命する独立委員で構成されている。 
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を擁することによって）警察組織と地方自治体が地域について異なる政策方針に取り組むことにな

れば、警察と自治体の共同での業務遂行は事実上不可能になり、真に重要なパートナーシップに

基づく協働は、責任のなすり合いによってその機能が弱められてしまう」。 

また、「英国警察協会」は、選挙によって地域の警察業務に党派政治を持ち込むことの危険性

を警告している。 

 

今年 5 月に政府が発表した「立法プログラム草案（Draft Legislative Programme、DLP）」には、

次期国会に提出される政府法案の一つとして「警察業務・犯罪削減法案（Policing and Crime 

Reduction Bill）」が含まれており、今回の緑書の提案は、同法案に盛り込まれることになるとみられ

る。 
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別紙 

 

「警察業務に関する誓約（Policing Pledge）」文言案 

 

イングランド及びウェールズの警察は以下を実行する。 

 

1． 市民と近隣地区を危険から守り、安全に保つよう努める。 

2． 市民に対し、常に公平な方法で、威厳ある存在として尊敬の念を持って接し、市民がいつでも

警察サービスに公平にアクセスできるようにする。 

3． 近隣地区の警備に目的を特化した「近隣地区警備チーム（Neighbourhood Police Team）」の

詳細を市民に周知する。 

4． 「近隣地区警備チーム」の勤務時間の 80％が担当地区のパトロールに費やされるようにする。

「近隣地区警備チーム」が必要とされる時間、場所において、市民の目に見える形で同チームによ

るパトロールが行われているようにする。「近隣地区警備チーム」のメンバーの離職率を最小限に抑

える。 

5． 電話及び電子メールによる「近隣地区警備チーム」への地域の問題に関する問い合わせには

24 時間以内に対応する。 

6． 緊急電話番号（999）への電話には 10 秒以内に、緊急ではない電話には 30 秒以内に対応し、

それぞれの案件がどのように対処されるかを告げることを目指す。 

7． 緊急事態に素早く対応する。現場への到着時間は 15 分以内とし、可能ならこれを大幅に短

縮する。 

8． その他の優先的に対処を必要とするケース、社会的弱者が関わっているケース、及び近隣地

区の治安維持に関連するものとしてあらかじめ同意されたものについては、60 分以内に現場に到

着することを目指す。 

9．その他の緊急ではない電話による通報については、それが適切である場合、相手方と合意した、

相手方に都合の良い 48 時間以内の時間で、警察職員による訪問の予定を決める。 

10． 少なくとも月 1 回の頻度で市民と会合を持ち、優先課題について合意すると共に、居住地区

における犯罪、治安維持の問題について最新の情報を提供する。近隣地区での犯罪発生状況を

示す犯罪マップを公開するほか、特定の犯罪に関する情報、逮捕者の逮捕後の状況に関する情

報、警察及び警察のパートナーによる近隣地区の安全維持対策の詳細、更に地域の警察の業績

データなどを提供する。 

11． 警察によるサービスに関する苦情は、どんなものであれ、それを受けた 24 時間以内に対処す

る。苦情を申し立てた市民に対し、警察職員と個人的に話す機会を与え、今後の対応策を伝え

る。 

12． 犯罪被害者に対し、当人がこれを有益であると感じる限りにおいて、事件の捜査の進行状況

を毎月知らせる。 
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【「2007 年持続可能なコミュニティ法」が施行】英国 

 

2007 年 10 月に女王の裁可（royal assent）を受けて成立した「2007 年持続可能なコミュニティ法

（Sustainable Communities Act 2007）」が 2008 年 6 月、ついに施行の運びとなった。 

同法で特筆すべき点は、通常のような政府法案ではなく、下院の一般議員が提出した「議員提

出法案（Private Member’s Bill）」が立法化されたことである。以下に、同法案が国会に提出される

までの長期にわたる複雑な背景を概略する。 

 

2002 年 12 月、シンクタンク「新経済財団（New Economics Foundation、NEF）」が、「ゴーストタウ

ン化する英国（Ghost Town Britain）」と題する報告書を発表した8。同報告書は、英国の多くの地

域で、銀行や郵便局、小売店やパブなど、地域コミュニティの維持に重要な役割を果たす店舗や

施設の閉鎖、閉店が相次いでいることから、住民の日常生活から活気が失われ、多くのコミュニティ

が存続の危機に立たされていると指摘した。 

「2007 年持続可能なコミュニティ法」のもととなった「持続可能なコミュニティ法案」は、2003 年に

自由民主党の下院議員が議員提出法案として国会に提出した。NEF はこれを受け、同法案の立

法化を目指して「ローカル・ワークス（Local Works）」と称するキャンペーンを開始し、最終的に様々

な分野から 80 もの団体をメンバーとして集めた9。 

また、ちょうど同じ 2002 年の 5 月、地方自治も管轄する新たな省として副首相府（Office of the 

Deputy Prime Minister）が設置され、「持続可能なコミュニティ」が優先課題の一つに据えられた。

しかしその後、同法案の立法化に向けた試みは、政府の強い反対のためことごとく失敗し、更に同

法案を提出した自由民主党の議員は 2005 年 5 月の総選挙で落選してしまった。 

 

しかし 2006 年 10 月、保守党のデービッド・キャメロン党首は、「ローカル・ワークス」によるキャンペ

ーンと、「持続可能なコミュニティ法案」に対する支持を表明し、保守党を代表して、国会で同法案

が優先的に取り上げられるよう働き掛けていくことを約束した。その 1 ヵ月後、保守党のニック・ハー

ド下院議員は、2006～2007 年の国会会期中に「議員提出法案」を提出できる議員を決める下院で

の投票において、最も多くの得票数を獲得した。ハード議員は、「持続可能なコミュニティ法案」へ

の支持を約し、これによって同法案は、同会期中に審議される「議員提出法案」の中で最も長い審

議時間を与えられることになった。「議員提出法案」は、その大半が審議の時間が取れないために

廃案になっており、多くの審議時間を確保できたことは、同法案を成立に導く重要な要素であった

と言いうる。 

                                                
8 2004 年には、「クローン化する英国の都市（Clone Town Britain）」と題する報告書も発表している。 
9 ローカル・ワークスの参加団体には、ニュースエージェント（コンビニエンスストア）の事業者団体である「英国ニュースエ

ージェント連盟（National Federation of Retail Newsagents）」、環境保護団体「地球の友（Friends of the Earth）」、有

機食品認証機関「英国土壌協会（Soil Association）」、コミュニティ関連組織の統括団体である「英国コミュニティ組織

連盟（National Federation of Community Organisations）」、「小規模・家族経営農場連盟（Small and Family Farms 

Association）」などがある。 
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2005 年の総選挙で与党労働党は議席を大幅に減らしていたため、党を超えて支持を得ていた

同法案は、国会の審議プロセスを通過することができた。政府からは、全面的な支持は得られなか

ったものの、反対もされず、2007 年 6 月に同法案はついに議会で可決するに至ったのである。 

 

持続可能性の定義 

 

前述のように、「ローカル・ワークス」は、「持続可能なコミュニティ法案」の立法化を求めて開始さ

れたキャンペーン・グループである。ローカル・ワークスは、小売店や政府関連機関の撤退により地

域の「砂漠化」が進んでいたことで高まっていたコミュニティの喪失に対する危機感と、「持続可能

性（sustainability）」という概念を結び付けようとした。なお、1983 年に国連に設置された「環境と開

発に関する世界委員会（World Commission on Environment and Development、WCED）」が 1987

年に発表した報告書「我ら共通の未来（Our Common Future）」10は、「持続可能性」の定義を、「未

来の世代の自らのニーズを満たす能力を損なわない範囲で、現在のニーズを満たすこと」であると

していた。 

 

一方、ローカル･ワークスは、コミュニティの持続可能性を評価する基準として、下記の 4 点を挙

げていた。 

・地域経済の繁栄 

・社会的包括（social inclusion）11 

・環境保護 

・市民による活発な民主主義プロセスへの参加 

 

しかし、ローカル・ワークスは、「持続可能なコミュニティ法案」がどの地方自治体をカバーすべき

か、また「持続可能なコミュニティ」の公式な定義などについては提案を行わなかった。 

 

新法の概要 

 

 「2007 年持続可能なコミュニティ法」の概要は下記の通りである。 

 

・ コミュニティ・地方自治相は、イングランドの全ての地域の支出報告書を発表しなければなら

ない。地域の支出報告書とは、当該地域において公共サービスを提供している全ての組織

による支出についての情報を開示する文書である。 

 

                                                
10 同報告書がきっかけとなって 1992 年に開催された国連環境開発会議（地球サミット）は、持続可能な開発を実現す

るための具体的な行動計画「アジェンダ 21（Agenda 21）」を採択した。「アジェンダ 21」は、持続可能な開発の実現に向

けた地域での取り組みを効果的に進めるため、地方自治体が「ローカル・アジェンダ 21」を策定することを求めている。 

11 社会的弱者を社会から排除せず、彼らの社会参画を促し、市民としての役割を果たしてもらうという社会ビジョン。 
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同法の第 6 章では、地方自治担当の国務大臣に対し、地域の支出報告書作成を手配するよう

求めている。地域の支出報告書とは、特定の地域の公共支出についての情報を示すものである。

しかし同法は、同文書に必ず盛り込むべき情報や、どのような形で情報が示されるべきかについて

は規定しておらず、国務大臣の裁量に任せるとしている。 

 

・ 今後、地方自治体が策定した地域からの提案を国務大臣に提出することが可能になる。そ

れらの提案は、住民によるコミュニティ活動及び政治的活動への参加を促進するなど、地域

の経済的、社会的、及び環境面での福利を向上するものとなる。 

 

第 2 章では、地方自治担当の国務大臣に対し、地域コミュニティの持続可能性を高めると思わ

れる施策を提言するよう地方自治体に呼びかけることを求めている。これは、同法によって導入され

る重要な政策の一つである。地方自治体が行う提言には、持続可能性に関するものであるというこ

と以外、特に制限はない。 

 

・ 地方自治体からの提言では、特定の機能をある組織から別の組織へ移譲することを提案す

ることもできる。 

 

第 2 章ではまた、地方自治体が、国務大臣への提言において、特定の機能をある組織から別の

組織へ移譲することを提案してもよいとしている。この条項は、地方自治体が、「ある公共団体が果

たしている機能は、別の公共団体の方がより適切に果たすことができるかもしれない」と考えている

可能性があると認識するものである。機能の移譲は、国の機関から地域の組織への場合もあれば、

地域の組織から別の地域の組織への場合もあると考えられる。更に、組織間における機能の移譲

を提言する場合、その機能に関連した予算に関する権限の移譲も提案できるとされている。 

 

・ 地方自治体による提言は、実際に国務大臣に見せる前に、地方自治体の利益を代表する

「選考員（selector）」が検討し、いくつかの最終候補に絞り込まなければならない。地方自治

体は、提言の作成にあたって、地域における商品や食品の生産、交通、エネルギー使用な

ど、持続可能性に関連する様々な事項を考慮に入れなければならない。 

 

第 3 章では、地方自治体からの提言を募る前に、国務大臣は、それら提言を検討する「選考員」

を任命しなければならないとしている。「選考員」には、地方自治体の利益を代表することが求めら

れており、現在のコミュニティ・地方自治相であるヘーゼル・ブリアーズ氏は、同法の成立後、地方

自治体協議会（LGA）をこのポジションに任命した。「選考員」は、国務大臣と協力のうえ、地方自

治体による提言の最終候補リストを作成しなければならない。 

 

・ 国務大臣は、地方自治体からの提言に応え、行動プランを策定・公表し、また、同法の

施行による成果について議会に報告しなければならない。 
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コミュニティ・地方自治相が地方自治体から提案を募るのは、2008 年 10 月からになるとみられて

いる。自治体が地域の住民と協議の上、提案を策定して「選考員」に提出した後、「選考員」は最

終候補リストを作成、コミュニティ・地方自治相と協議を行う。 

コミュニティ・地方自治相に提案を提出することを決定した地方自治体は、広範な地域コミュニテ

ィ及びその他の利害関係者を代表する委員会を設置し、提案の内容について相談する。または、

提案の策定に関するより大規模な周知活動を行い、より多くの住民が関与する意見聴取作業を行

ってもよい。 

地方自治担当の国務大臣は、同法の導入による成果を毎年議会に報告する。国務大臣は今後

定期的に、地方自治体からの提案を募ることになる。 

 

 

【フランクフルト・オーダー市の住宅取り壊しについての住民投票の結果】ドイツ 

 
 2008 7 13 ⁸ⱨꜝfi◒ⱨꜟ♩כ♄כ○ה ⌐⅔™≡ ⅜ ╦╣√⁹↓─ⱨ

ꜝfi◒ⱨꜟ♩כ♄כ○ה │ 6 2000 ≢⁸ⱳכꜝfi♪─ ⌐ ™♪▬♠─

⌐ ∆╢ ≢№╡⁸ⱨꜝfi◒ⱨꜟ♩ ⅜№╢ⱨꜝfi◒ⱨꜟ♩הⱴ▬fi

66 ≤│ ⌂╢⁹↓─ⱨꜝfi◒ⱨꜟ♩כ♄כ○ה ≢│⁸ ⅜ ⇔≡™╢₈

ה Stadtumbau₉─ ─ ≢™ↄ≈⅛─ ─ ╡ ⇔╩ ⇔≡™╢⅜⁸

∕─ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ╦╣√⁹ 
ⱨꜝfi◒ⱨꜟ♩כ♄כ○ה │⁸1990 ─♪▬♠ ⅛╠ │ 2 5000 ⇔

√⁹ ─ │ 6 2000 ≢№╢⅜⁸ ⌐╟╣┌⁸2020 ⌐│ 5 4000 ╕≢

∆╢⁹⇔√⅜∫≡⁸ ⅜ ╩ ⇔≡™╢₈ ה ₉ⱪ꜡◓ꜝⱶ│

ⱨꜝfi◒ⱨꜟ♩ כ♄כ○ ⅜ ⇔™ ⌐ ∆╢⌐№√∫≡ ≤⌂╢⁹ⱪ꜡◓ꜝⱶ─

⌐│⁸ ♪▬♠ ⌐ ≡╠╣√⁸ ⇔√ ⱦꜟ╛ 2~3 ≡─ ─

◖fi◒ꜞכ♩ ─ ⅜ ╕╣≡™╢⁹ │⁸ ╕≢⌐∆≢⌐ ╡ ⇔√ 5200
⌐ ™≡↕╠⌐ ╡ ∆ ─ ╛ ─ꜞ☻♩╩ ⇔√⁹ 

 ⇔⅛⇔⁸ ↄ─ │ ─ ╩ ⇔≡™√⁹ ╡ ⇔─ ⌐≈™≡│ ⌐

↕╣≡™╢√╘⁸ ╡ ⇔ ⌐│ ⅜ ™⅜⁸ ─ ╡ ⇔ ─ꜞ☻♩⌐

⇔≡™╢⁹ꜞ ☻♩⌐ ∫≡™╢™ↄ≈⅛─ │ ⅜ ↄ⁸ ⇔ ⇔ ╙ ↄ⌂™⁹

⌐ ⅜ ™ │⁸ ↕╣√ ╛ ─ ╡ ⇔⌐╟╡⁸ ─ ™

⅜ ∆╢ ≤⌂╢↓≤╩ ╣╢≤≤╙⌐⁸ ╪≢™╢ ─ ⅜ ─

╡ ⇔≤ ⌐ ↕╣╢≤ ≡™╢⁹ ♪▬♠─ ≤ ≢│⁸ ─ ⅜╡

⅜ ⇔≡™≡⁸ ≤⇔≡ ╪≢™╢ ₁│ ⌐ ↕∑╠╣╢↓≤╩

╪≢™⌂™⁹↓℮⇔√ ⌐╟╡⁸ ─ ╡ ⇔ꜞ☻♩─ ⇔╩ ≤∆╢

⅜ ↕╣√⁹∕─ ─ ⌐ √∫≡│⁸ ↄ╙ ⅜ ∆╢╒≥─ ⅜ ╕

∫≡™√⁹∕⇔≡⁸ ⌐⅛↑╠╣√ │⁸ ╡ ⇔ ⌐≈™≡ ⇔

≡™╢─≢│⌂ↄ⁸™ↄ≈⅛─ ╩ ╡ ⇔ ─ꜞ☻♩⅛╠ ∆─⅜ ≢№╢↓≤

⅜│∫⅝╡ ↕╣≡™√⁹ 
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 ─ ≤⇔≡⁸ⱨꜝfi◒הⱤ♠◄ꜟ♩ │⁸ ╡ ⇔ ⌐ ⇔≡ ⅛╠

╩ ↑╢↓≤≤⌂∫≡™╢─≢⁸ ╩ ∆╣┌⁸ ⅜ ⌂ↄ⌂╡⁸ ⅜

⇔≡™√∕─ ─ ⁸√≤ⅎ┌ ─ ⁸ ─ ⅜ ≤╢√

╘⁸ ─ │ ╕⇔ↄ⌂™≤ ⇔≡™╢⁹ ╡ ⇔ ─ ─ ≢№╢

│⁸ ╩ ↑╠╣⌂↑╣┌ ∆╢↓≤≤⌂╢∞╤℮≤╙ ⇔≡™√⁹

⅜ ≤⌂╢ ₁⌐ ⇔≡⁸ │ ╖ ╣√ ╩ ≡╢╟℮⌐ ⅜ ∆╢

↓≤╙ ⇔≡™√⁹ 
│ ⌐ ╦∫√⁹ⱨꜝfi◒ⱨꜟ♩ כ♄כ○ ⅜ ∆╢Ⱪꜝfi♦fiⱩꜟ

◒ ─ ⌐╟╣┌⁸ ⅜ ≤⌂╢√╘⌐│⁸ ─ 25 ⅜ ⇔⌂↑╣

┌⌂╠⌂™⁹⇔⅛⇔⁸25 ─ ⌐│ 13116 ⅜ ∞∫√⅜⁸13 ─ ⌐│ 12.77
6700 ≤⁸ ─ ⌐⇔⅛⌂╠⌂⅛∫√⁹⌂⅔⁸ ─℮∟ 5501 83.85

│ ╩ ⇔⁸1079 16.15 │ ⇔≡™√⁹ 
│⁸╙℮ ⌐≈™≡ ╩ ℮↓≤≤⌂╢⅜⁸ │ ─ ⅜

≤⌂╢↓≤│⌂™∞╤℮≤ ≡™╢⁹ ⅜ ≢№∫√↓≤╩⁸ ─ ⅜ ─

⌐ ≢№╡⁸ ╩ ⇔√ ╩ⱪכꜟ◓ ⇔⌂⅛∫√ ∞≤ ⇔≡™╢⁹ 

 

Märkische Oderzeitung im Internet, “Initiative sucht 13 183 Bürger“; 
http://www.moz.de/index.php/Moz/Article/category/Frankfurt%2B%2528Oder%2529/id/234831 
Stadt Frankfurt/Oder im Internet, “Bürgerentscheid“ 
http://www.frankfurt-oder.de/ffo/appmanager/portal/default/_nfpb=true@/@_pageLabel=Stadt@/@_windowLabel=C
MSAnzeigePortlet_Stadt@/@querymask=FHSV23PM1NJCYC@/@com.bea.event.type=com.bea.content.click.event
@/@com.bea.event.documentid=cms.CMSAnzeigePortlet_Start@/@com.bea.event.userid=null@/@com.bea.event.do
cumenttype=frankfurt-oder.frankfurt-oder.portal 
 
 

【連邦政府、地方自治体と企業は PPP のコンサルティング団体を設立】ドイツ 

♪▬♠ ≤ │⁸ ≤ ─ ╩ ⇔⁸public-private 
partnerships (PPP)─ ╩♪▬♠⌐⅔™≡ ∆╢√╘⌐⁸ ╩ ≈ ◖fi

◘ꜟ♃fi♩ ╩ ∆╢↓≤⌐ ⇔√⁹∕─ │₈♪▬♠ Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ₉

Partnerschaften Deutschland, PD ≤ ┌╣⁸ ─ ≢ ╩ ⌐ ∆╢

≢ ∆╢ ≢№╡⁸ ─ ╩ ╡ ╣╢⁹ ≤ ─∕╣∙╣─

ⱡ►Ɫ►╩ ⌐ ↕∑⁸ ⅜ ↄ⁸⇔⅛╙ ⌂Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ⌐ ∆╢

╩ ∆╢─⅜ ⌂ ≢№╢⁹PD ─ ⌐╟∫≡⁸♪▬♠⌐⅔↑╢ PPP ⌐ ∆╢

─ ⅜ ╦╣⁸ ⌐│ ─ ╩╟╡ ⁸ ⌂╙─≤∆╢↓≤

⅜ ≢№╢⁹⇔√⅜∫≡⁸ ⁸ ⁸∕⇔≡ │∕─ⱷꜞ♇♩╩ ↑╢⅜⁸

♪▬♠⌐⅔™≡│⁸PPP │ ─ ─╦∏⅛⌂ ╩ ╘╢⌐ ⅞⌂™⁹ 
PD │⁸ ≢│ PPP ⌐ ∆╢ ⌂ ≤ ╩ ∆╢≤ ⌐⁸ ⱬכ
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☻≢─◖fi◘ꜟ♥▫fi◓╙ ℮ ≢№╢⁹∕─ ⁸ │ ─ ─ ⌐№╡⁸

⌐ ⇔≡ ⅜ PPP ⌐ ≢№╢⅛≥℮⅛─ ⅜≢⅝╢╟℮⌐ ∆╢⁹ 
≤ ─ PD ⌐ ∆╢ │⁸PD ⅜↓╣⅛╠ ℮ ─ ╖╩ ∆

╢╙─≢№╢⁹∆═≡─ │ ─ ≤⌂╢↓≤⅜≢⅝╢⁹∕─ ╩

♪▬♠ ⌐ ⅎ╣┌⁸ ⌂ ⌐ ≤⌂╣╢⁹PD ≤™℮ ⅜ ⇔≡

⅛╠│⁸∆═≡─ │⁸ ─ ╩☻ⱦכ◘⌐∏∑╩ ↑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹

PD ─ │ ≢─ ⅜ ↕╣⁸♪▬♠ ─Ɽ♇꜡כꜜ─ ╙ ≤⌂╢↓

≤╩ ⇔≡™╢⁹ⱨꜝfi☻╛▬◑ꜞ☻⌐╙⁸ ≢ ∆╢ ⅜№╢√╘⁸∕

─ │♪▬♠─ ⌐ ╢↓≤⌐ ⅜№╢∞╤℮≤ ↕╣≡™╢⁹ 
⌐ ↑≡─ ≢│⁸ ─ │♪▬♠ ⅜ ╘⁸ ─

│ ≤ ≢№∫√⁹ ∆│═≡ ─ ╩ ⇔⁸PD ─

│ 2008 7 9 ⌐ⱪ꜠☻ ⌐ ↕╣√⁹ 
 

 
Bundesfinanzministerium, Pressemitteilung 9.7.2008, “Kommunen unterstützen Partnerschaften 

Deutschland” 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik/0
02__partnerschaften__deutschland.html?__nnn=true 
 
 
【T-City コンペから「未来都市ネットワーク」が誕生】ドイツ 

 
 2007 2 ⌐ T-City ◖fiⱭ⅜ ⇔⁸ⱨꜞכ♪ꜞⱥ☻Ɫכⱨ▼fi Friedrichshafen
⅜ T-City ⌐ ┌╣⁸ ⱶ◖꜠♥ה♠▬♪─ ⅛╠ ─꜡כꜚ ╩ ↑⁸

⌂ ICT ╩ ─☻ⱦכ◘√⇔ ⌐ ╡ ⅛∫≡™╢⁹⇔⅛⇔⁸◖fiⱭ⌐ ∆╢√

╘⌐ ↄ─ ⅜ ╩ ⇔⁸ ╩ ⇔√↓≤⌐⌂╢─≢⁸∕─ ╩ ⌐∆

╢─│╙∫√™⌂™≤™℮ ⅎ ⅜⁸ ↄ╙ ─ ⌐ ╕╣≡™╢⁹ ╩ ╠╣⌂⅛

∫√╙── ≢╙⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ╩╟ↄ∆╢√╘─↕╕↨╕⌂▪▬♦▫▪⅜

ↄ№╢⅛╠∞⁹T-City ◖fiⱭ│⁸2006 ⌐ ⇔⁸ 2 5000 ⅛╠ 10 ╕≢

─∆═≡─♪▬♠─ ⅜ ≢№∫√⁹52 ─ ⅜ ─ ⌐ ⇔⁸ ─

⌐ⱴכ♥─↓╙≢ ∆╢ ⅜™⅛⌐ ™⅛╩ ⇔√⁹◖fiⱭ ─ ⁸₈

Ⱡ♇♩₉◒כ⅜ ⇔√⁹Ⱡ♇♩꞉כ◒─ │⁸T-City ◖fiⱭ⌐ ⇔√ 52 ─

≢№╡⁸♪▬♠ Deutscher Städte- und Gemeindebund)≤♪▬♠ ♥꜠◖ⱶ

⅜ ≤⌂╡⁸ ╩ ⇔≡™╢⁹ 
 Ⱡ♇♩꞉כ◒─ │ ─ ╡≢№╢⁹ 
1) ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ≢ ╩ ⇔⁸

─ ╩ ∆╢⁹ 
2) T-City ◖fiⱭ⌐ ↕╣√↕╕↨╕⌂ ─▪▫♦▬▪╛☻ⱦכ◘⁸  
3) Ⱡ♇♩꞉כ◒ ⌐ ⌂ ╩ ↕∑⁸≢⅝╣┌ ≢─◒ꜝ☻♃
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╩כ  
4) ⌐ ─ⱪכꜟ╩  
5) T-City ≢№╢ⱨꜞ♪ꜞⱥ☻Ɫכⱨ▼fi ≢ ↕╣╢ ◒כⱦ☻╩⁸Ⱡ♇♩꞉כ◘

⁸↕╠⌐ ─♪▬♠≤ ─ ⌐ ∆╢↓≤╩ ─ ≤∆╢⁹ 
│⁸Ⱡ♇♩꞉כ◒─ │ T-City ◖fiⱭ⌐ ⇔√ ⌐ ╢⅜⁸ │ ─

⌐╙ ⇔⁸ ─№╢ ⅜ ⌐⌂╣╢╟℮⌐∆╢ ≢№╢⁹ 
 Ⱡ♇♩꞉כ◒ ╩ ╘╢♪▬♠ ≤♪▬♠ ♥꜠◖ⱶ ♃כⱠ▫♦כ◖─

╩♪Ⱪꜝfi─◒כ⁸Ⱡ♇♩꞉│כ ↕∑⁸ ─▬ⱷ₈⅜☺כ ─ ₉≤⌂╢

╟℮⌐ ╘≡™╢⁹↓─╟℮⌂Ⱪꜝfi♪ ▬ⱷ⁸≡∫╟⌐☺כ │ ICT ⌐

⌂ ≤⇔≡⁸ ─ ⅜ ╕╡╛∆ↄ⌂╢⁹∕╣⌐ ™⁸ ⇔™ ≢

╩ ⇔⁸ ╩┤╛⇔≡™ↄ PPP ─ ⌂≥⌐ ∆╢ ╙ ≡ↄ╢⁹↓─╟℮

⌂ⱪ꜡☿☻≢⁸ ─ ⌐≤∫≡ ⌂ ⌐⅔™≡⁸ ⅜ ⌂

─ⱪכꜟ⅜ ↕╣⁸∕─ ╩Ⱡ♇♩꞉כ◒⌐⅔™≡ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮⌐

⌂╢↓≤╙ ⅝⌂ⱷꜞ♇♩≢№╢⁹╕√⁸ ICT ⅜Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ⌐№╢√╘⁸

⅜ ⌐ ≢⅝╢▬fi♃כⱠ♇♩ ⱪꜝ♇♩ⱨ◊כⱶ╩ ∂≡⁸ ⌂ ╩

™⁸∆═≡─ ≤ ╩ ∆╢ ≤⇔≡Ⱡ♇♩꞉כ◒⅜ ↕╣╢↓≤╙ ↕╣

≡™╢⁹ 
 Ⱡ♇♩꞉כ◖ה◒כ♦▫Ⱡ⁸│כ♃כ ⌐ ⇔⁸Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─ ⅎ

≤ │⁸ ─ ╩ ⇔≡™╢≤ ⇔≡™╢⁹↓─ ≢⁸

╛ⱷ♦▫▪⌐ ∆╢ ╙ ≢№╢⁹ 
 Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─ │⁸Ⱡ♇♩꞉כ◒⌐ ⇔⁸ ∆╢↓≤╩ ∆╢↓≤

≢№╢⁹ │ ≢№╢⅜⁸▬ⱬfi♩─ │ ─ ≤⌂╢⁹ │⁸ 2 ─

▬ⱬfi♩╩ ⅜ ⌐ ∆╢ ≢№╢⁹ 
 

 
Netzwerk Zukunftsstädte: 
http://www.netzwerk-zukunftsstaedte.de/netzwerk/wir_ueber_uns/steckbrief/index.phtml 
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Pressemitteilung, 3.12.07 “Netzwerk Zukunftsstädte 
gestartet“ 
http://www.dstgb.de/homepage/pressemeldungen/archiv_2007/netzwerk_zukunftsstaedte_gestartet/index.html 
 
 
【ドイツとフランスの自治体等の協議会が欧州市場における自治体等の地位強化のための

共同宣言を発表】 欧州 

 
│∂╘⌐ 

♪▬♠ (DLT) ⁸♪▬♠ (DST)⁸♪▬♠ (DStGB) ┘♪▬♠

(VKU) ┘⌐ (AMF)⁸ⱨꜝfi☻

(AMGVF)⁸ⱨꜝfi☻ (APVF)⁸ⱨꜝfi☻ (FMVF)⁸(ⱨꜝfi

☻) Fédération des entreprises publiques locales ─ ⌐⅔↑╢
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┘ ─ 9 ⅜ ╕∫≡⁸ 5 Ɽꜞ≢ ⌐⅔™≡

≤ ⌐╙∫≤ Legal Certainty ╩ ≤ ∆╢ ( ₈↓

─ ₉≤™℮⁹)╩ ⇔√⁹ ↓─ ─ ╩ ∆╢⁹ 
  

─  
↓─ │⁸↓╣╠─ ( ≤™℮⁹)⅜ 2006 5 ⌐ ⇔√⁸₈

⌐☻ⱦכ◘ ⇔√╟╡ ⌂ ╖╩ ╘╢ ₉╩ ↑√╙─≢№╡⁸↓╣╩

↑≡ ↓─ ⌐↓─ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡⁸₈2008 ≤™℮ │⁸ꜞ☻Ⱳfi

12─ ⁸ ⅛╠─ 21 ─ ⌐ ∆╢ ⇔─ ⁸ꜞ☻Ⱳfi

─ ⇔⁸∕⇔≡ ↕╣√ Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ (institutionalised public-private 
partnerships IPPP )⌐ ∆╢ ≤ ─ ⌐≈™≡─ ⅝╩╕≤╘╢ ⅜

╘╠╣╢⁸ ≡∫≥⌐☻ⱦכ◘ ⌐ ⌂ ≢№╢₉≤ ⇔≡™╢⁹ 
 
↓─ ─ ⅎ ⌐≈™≡⁸↓─ │⁸ │⁸ ─ ⌐ ⇔≡╙

⅛≈ ⌂ ─⧵╩☻ⱦכ◘ ≢ ≢⅝╢ ⌐™╢═⅝≢№╡⁸↓─√╘⁸

─ │⁸ │ ⌐⁸ ⌂ ≠ↄ╡⁸ ┘ ╩ ≢⅝╢

╩ √⌂↑╣┌⌂╠⌂™ ≤─ ─ ╩ ≤⇔≡™╢≤ ═╢⁹ 
∕─√╘↓─ │⁸ ⌐⁸ (the Charter of Local Self-Government) 13

≢ ↕╣√ ─ ─ ⇔⁸↕╠⌐∕╣╩ ⇔≡™ↄ≤≤╙⌐⁸ꜞ☻Ⱳ

fi ≢╕≤╕∫√ ─ ╩ ⌐ ↑ ╣╢≤™℮↓≤╩ ⇔≡™╢⁹ 
⌐⁸↓─ ─ ⌐ ∆╢ ≤ ⌐≈™≡─

╩ ∆╢√╘⌐⁸ ⌐☻ⱦכ◘ ∆╢ⱪ꜡☺▼◒♩ ╩ ⇔√™≤ ═≡

™╢⁹ 
ꜞ☻Ⱳfi ⌐ ⇔≡╙⁸ ─ ≤™℮ ╩ ⇔≡™╢⁹∆⌂╦∟⁸ 
₈ꜞ☻Ⱳfi ─ ╖ ⌐⅔™≡⁸ ─ ≤ ─♩♇ⱪ│⁸ꜜכ꜡♇Ɽ─

─ ≢─ ☻ⱦכ◘ ⌐⅔↑╢ ─ ╩⁸ ╘≡ ≤⇔≡

⌐ ╡ ╪∞⁹₉≤ ∆╢⁹∕─ⱳ▬fi♩≤⌂╢─│ ─ ≢№╢14⁹ 
│⁸ ⁸21 ─ ─ ⌐ ∆╢ ⇔15╩ ⇔√⁹ ⅎ≡⁸

⌐☻ⱦכ◘ ∆╢ ╩ ⇔√⁹∕⇔≡⁸↕╠⌐ ─ ≢─ ⌐

∆╢ ─ ╩⇔≡⅝√⁹ ⌐⁸ ↕╣√ Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ─

⅜ 2008 2 18 ↑≢ ⅛╠ ↕╣√16⁹↓℮⇔√ ⅝│⁸ ≤∕─

                                                
12 2007 12 13 ⌐ ↕╣√ (EU)⌐ ∆╢ ≢⁸ ⌐│₈ ⅔╟┘

╩ ∆╢ ₉  
13 1985 ⅜ Ɽ♇꜡כꜜ⁸√⇔ ╩ ∆⁹  
14 ╛ ⌂≥╩≢⅝╢⅛⅞╡ ↕™ ≢⅔↓⌂™⁸≢⅝⌂™↓≤─╖╩╟╡ ⅝⌂ ─ ≢

⇔≡™ↄ≤™℮ ≢№╡⁸EU ≤ ─ ≢ ╦╣╢↓≤⅜ ™⁹  
15 2007 11 20 ≢ A Single Market for 21st century Europe を発表 
16 Public procurement: Commission issues guidance on setting up Institutionalised Public-Private 
Partnerships http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_en.htm#guidance 
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─ ⅛╠∆╢≤⁸ꜞ☻Ⱳfi ─ ─₈ ─ ─√╘─

⌐☻ⱦכ◘ ∆╢ⱪ꜡♩◖כꜟ(the Protocol on services of general economic interest)₉
17╩ ∆╢ ⌐⅔™≡⁸ ⅜™⅛⌐ꜞ☻Ⱳfi ╩ ∆╢⅛⅜ ⌐⌂

╢≤™℮↓≤≢№╢⁹↓─ │⁸ ─ ─╖⌂╠∏⁸₈ꜞ☻Ⱳfi ≢ EU
⅜ ⇔√ ─ ⌐╙ ≠™≡⁸ ─ ╩ ⇔√™≤ ℮

─ ⅔╟┘∕─ ─ ⌂ⱷ♇☿⁹╢№≢☺כ 
↓─ │⁸╕√₈ ⅜ꜞ☻Ⱳfi ⌐⅛⅛╦╠∏⁸EC ─ ─ ⌂

⁸ ⌐ EU ─ ─ ≈≢№╢ ─ ⌐ ⌐ꜟכꜟ ⅝╩

ↄ≤™℮↓≤─⌂™╟℮ ∆╢₉≤ ═⁸ ─ ─ ⌐ ─ ╩ ╘╢

↓≤─⌂™╟℮↑╪ ⇔≡™╢⁹ 
│⁸ ─ ─ ─ ≤⌂╢ ה ─ ╩⁸ ה

™ ┘ ─ ≤ ⌐ ≤⇔≡⁸ ─ ─ │↓─↓≤╩ ∆═⅝∞

≤ ⅎ≡™╢⁹ 
↓─ ⌂ ╩ ╕ⅎ⁸↓─ │⁸2008 7 1 ⅛╠─ ⱨꜝfi☻⌐ ↄ

∆╢≤ ═⁸ⱪ꜠♇◦ꜗ⁹╢™≡↑⅛╩כ 
⁸│ꜟכꜟ─↓ ⌐╟∫≡◖Ⱶꜙ♬♥▫ ꜠ⱬꜟ─ ╩ ∆╢↓≤⌐⌂╡⁸

─☻ⱦכ◘ ≢─ ─ ⌐ ∆╢∞╤℮⁸≤╙ ═≡™╢⁹ 
↓℮™℮ ─ ╩ ╕ⅎ≡⁸↓─ ≢│ ─≤⅔╡⁸ ≈─ ⌐≈™≡─

⅜⌂↕╣√⁹ 
 
) ─ │⁸EU ─ ≢│⌂™⁹ 

│⁸ ⌐ ↄ─ ╩ ⌐↓⌂∆√╘⌐⁸ ™⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂

™⁹↓─╟℮⌂ ─ │⁸ ≢ ╩ ┬─≤│ ∂≢│⌂™⁹∕─ ⅜

ⱬכ☻≢ ╦╣╟℮≤⁸ ⌐ ─ ( ◖fi♁כ◦▪ⱶ )⌐╟∫≡ ⌂╦╣╟

℮≤ ≢№╢⁹ ⅛╠ │⇔≡™≡╙⁸ ₁─ ─ ─

≤™℮═⅝≢№╢⁹№╠╝╢♃▬ⱪ─ ─ │⁸ ↔≤⌐ ≢

∆═⅝⁸ ─ │⌐ꜟכꜟ ≡│╕╠⌂™ ≢№╢⁹↓℮ ⅎ╢↓≤∞

↑⅜⁸ ╩ ∆╢↓≤⌐⌂╡⁸∕╣╝ⅎꜞ☻Ⱳfi ┘ ⌐ ≠™

√ ─ ─ ⌐≈⌂⅜╢╙─≢№╢⁹ 
)₈ ₉ ⌐╙∫≤ ⌂ ╩ 

│⁸ ─ ─ (the public supply contracts Directives)⌐ ╢

₈ ₉ ⌐│⁸ ⇔™ ⅜ ∞≤™℮ ╩ ∫≡™╢⁹ ⌐ ∆╢ ─

─ ≢│⁸ECJ(European Court of Justice )─╖⅜ ₁─ ╩

⇔℮╢⁹↓╣⌐╟∫≡│ №╢ ╙∕─Ɽכ♫♩כ╙ ─ ⌐ ⌂

╩ ≢⅝⌂™⁹∕─√╘⁸ ⇔℮╢ ⌐ ⇔℮╢√╘⌐⁸≥─╟℮⌂

                                                
17 ↓─ Protocol ≢│⁸ ─√╘─ ⌐☻ⱦכ◘ ⇔≡⁸∕─ ┘ ה ─ ≤

™ ╩ ╘≡™╢⁹( Protocol 1 ) 
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⌐╙ ≡│╕╢ ⅜ꜟכꜟ ≤⌂╢⁹ 
⌐ ∆╢ ⇔™ │⁸₈ ₉ ─ ╩ ∆╢≤™℮ ⌐

╩ ⅎ℮╢╙─∞∫√⁹ 
↓╣╩ ⅎ╢≤⁸₈ ₉≤™℮ │⁸ ☻ⱦכ◘⅜ ⌐ ⇔≡

⌐ ≠™≡ ⌂ ☻ⱦכ◘⁸⅛℮≤⅛╢╣╠↑⅛⅜ ⅜ ─ ─

⌂ ╩ ∫≡™╢⅛≥℮⅛⁸№╢™│™ↄ≈⅛─ ≢│ ⅜ ∆╢⅛≥℮⅛⌐

╟╢⁹↓─ ≢⁸ ⅜ ⌐ 100 ↕╣≡™⌂ↄ≡╙ ⌂◖fi♩

 ⁹╢№≢≥↓℮™≥╢℮╡№│─℮™≥ꜟכ꜡
) ↕╣√ Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ institutionalised public-private partnerships
IPPP ─ ─ꜟכꜟ  

 ↕╣√ Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ IPPP │ ╩☻ⱦכ◘ ⌐↓⌂∆√╘─

─ ≈≢№╢⁹ ⌐ ⅎ┌⁸ ⌂╛╡ ⌐╟∫≡ ─ ⌐╙ ∆╢⁹ECJ
─ ⅝│⁸↓─ ≢─ ↕⌐≈⌂⅜╢⁹ 
 ≤∕─ ─Ɽ⁸כ♫♩כ ┘ │⁸∕─╟℮⌂ IPPP ╩

∆╢√╘ ⅛≈ ≢№╢≤ ⌐⁸ ≤⇔≡ ⌂ ╩ ≤⇔≡™╢⁹↓

╣│⁸ ⌐╟╢ IPPP כⱳ꜠הכꜝ▬꞉─≡™≈⌐כⱤכⱭהfiכꜞ◓─≡™≈⌐

♩┼─ ⌐≈⌂⅜∫≡™╢⁹∕↓≢ │⁸ ⅜ ⌂℮ ─ ≤⌂

╢ √╢ ╖╩ ∆╢√╘─ ╩ ╢╟℮ ╘╠╣√⁹ 
 ↓─ │⁸ ╩ ┬⅛≥℮⅛⁸№╢™│ ⅜ ⅛≥℮⅛⌐╟∫≡

Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ⌐ ↕╣╢ ╩ ∆╢ ╡⁸ ⅜ ∆╢ IPPP ⌐

∆╢ ─ ⌐ ∆╢⁹ ⌐ ⅎ┌⁸↓─ │⁸ ⅜⁸ ⅜

∕─ ╩☻ⱦכ◘≢ ⇔⁸ ₁⌂ ≢ ↕╣≡™╢ ₁⌂ ╩ ↑ ╣√↓

≤╩ ∆╢⁹ 
 ╕√⁸ ─ ─ ⅜⁸ ─ ╩ ┬↓≤⌐≈™≡⁸

─ ─⌂™ ⌂ ⅝⌐╟∫≡ ⌂℮═⅝≢⁸ ╩ ∆╢≤™℮ ≢№╢

⌂╠⁸ ⇔™ ⌐ ⅛∫≡™╢≤ ⅎ╢⁹∕╣╝ⅎ⁸∕─╟℮⌂ ─ ╩⁸

◌►fi◦ꜟ≤ ⅜ ⅝≢ ∆╢↓≤≢ ∆═⅝≢№╢⁹ 
) ⌐⅔™≡ │  

 ⌐⅔™≡⁸ ꜠ⱬꜟ─ │ ⌂™⁹ ⌐ ∆╢™ↄ≈⅛─ ⌐

⅔™≡⁸ │⁸ ─ ≤⌂╢ ( ⁸ ⁸ )⅜ ↕

╣℮╢↓≤╩ ⇔√⁹∕─ ⁸ ⌐ ∆╢ ⌂ ⅜ ⌐╙ ↕

╣╢⁹∕─ ≢⁸ ─ │⁸ ⌐≈⌂⅜╠∏⁸ ≢─ ⅝ ⅞√

─ ⌐≈⌂⅜∫≡™╢⁹ ≤⇔≡⁸ ─ ─ │ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 
 ╙⇔ ⅜⁸∕╣⌐╙⅛⅛╦╠∏ ─ ╩ ∆╢─≢№╣┌⁸

↓╣╠(IPPP )─ ≤ ╩│∫⅝╡ ∆╢ ⅜№╢⁹↕╠⌐ ⅎ┌↓─╟℮

⌂♃▬ⱪ─ ⌐ ⇔≡ ⅜ ↕╣╢↓≤⅜⁸ ≡─ ≢ ⅜ ↕╣╢─

≤ ⌐ ≢№╢⁹↓╣(IPPP )│⁸ ─☻ⱦכ◘╢⌂ ≢│⌂ↄ⁸ ≢─ ─

⌐ ∆╢ ⌂─≢⁸ ⌐ ≤─ ─ ⌐ ╦∫≡ↄ╢⁹2000 29
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─ ─ ≢ ↕╣√╟℮⌐⁸ ⅜⁸ ╩ ╪∞ ⅜ ←

─⌂™ꜞ☻◒╕≢ ⅝ ←≤™℮ꜞ☻◒╩ ⇔≡™╢─≢№╢⁹ 
 ≥─╟℮⌂ ╙⁸ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ( ─ ┘ IPPP
─√╘─ )⌐⅔™≡⁸ ─ ⅜ ∆╢╟℮⌂ ╩ ╖ ∆═⅝≢№╢⁹ 

) ─  
 ↓╣╕≢ ═√ ⌐ ⇔≡│⁸ ≡─ ⌂ ─ ⌐⅔™≡ ⅝╩

⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 
 

 
 ↓─ │ IPPP ⌐ ∆╢ ─ ╩ ⇔╟℮≤∆╢ ≢⌂↕╣√╙─

≢№╡⁸ ─ ≤⇔≡≥─ ╡ →╠╣╢⅛│ ∞⅜⁸ꜞ☻Ⱳfi

╩ ≡ ↓ ⌐ ─ ╩ ∆ ⁸ (The Council of European 

Municipalities)の 2007 年 12 月 5 日の宣言18を自治体間の連携に関して具体的に進めようという流

れの一環と考えられる。 

 

(参 考) 

1 JOINT DECLARATION 「MORE LEGAL CERTAINTY FOR LOCAL AUTHORITIES AND 

LOCAL PUBLIC ENTERPRISES ON THE EUROPEAN INTERNAL MARKET」 

http://www.rgre.de/pdf/erkl_daseinsvorsorge_en.pdf 
2  ─ Future Single Market policy ⌐ ∆╢◘▬♩ 

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm 
 

                                                
18 2008 ─ⱴfi☻ꜞכ꜠ⱳכ♩  


